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あやまれ！つぐなえ！なくせ！アスベスト被害

5月17日（月）４訴訟同時の最高裁判決！

全ての原告・被害者を救済する判決を

｢

何
も
知
ら
さ
れ
ず
に
体
を
真
っ
白
に
し

て
働
い
た｣

（
原
告
）

深
刻
な
被
害
を
招
い
た
国
と
建
材
企
業
の

責
任
を
最
高
裁
が
断
罪

最
高
裁
第
１
小
法
廷
に
係
属
す
る
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
の

４
訴
訟
（
神
奈
川
・
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
各
１
陣
訴
訟
・
原

告
数
５
０
４
人
）
の
最
高
裁
判
決
が
、
5
月
17
日
（
月
）
午
後

３
時
か
ら
合
同
し
て
言
い
渡
さ
れ
ま
す
。

ア
ス
ベ
ス
ト
の
吸
引
を
原
因
と
す
る
中
皮
腫
や
肺
が
ん
、
石

綿
肺
な
ど
の
重
篤
な
被
害
が
建
設
業
従
事
者
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
勤
労
者
や
市
民
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ア
ス
ベ
ス
ト
に

よ
る
労
災
認
定
者
の
半
数
以
上
が
建
設
業
に
従
事
し
て
い
た

方
々
で
す
。

「
ア
ス
ベ
ス
ト
が
危
険
だ
と
は
元
請
も
現
場
監
督
も
何
も
言

わ
な
か
っ
た
」
原
告
達
の
証
言
は
共
通
し
て
い
ま
す
。

最
初
の
提
訴
か
ら
13
年
が
経
ち
、
国
と
建
材
企
業
の
責
任
は

14
度
の
全
国
各
地
の
地
裁
や
高
裁
の
判
決
で
明
ら
か
に
な
っ
た

だ
け
で
な
く
、
最
高
裁
が
判
決
前
に
行
っ
た
上
告
受
理
・
不
受

理
の
決
定
で
、
国
の
上
告
を
ほ
と
ん
ど
棄
却
、
10
社
の
ア
ス
ベ

ス
ト
建
材
製
造
企
業
の
上
告
も
棄
却
、
こ
れ
ら
の
法
的
責
任
が

最
終
的
に
確
定
し
て
い
ま
す
。

国
は
す
べ
て
の
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者

の
救
済
へ
、
早
期
の
全
国
和
解
と
補
償
基

金
の
創
設
を
直
ち
に
行
う
べ
き
で
す

国
は
東
京
１
陣
の
最
高
裁
決
定
を
受
け
、
田
村
厚
生
労
働
大

臣
が
原
告
代
表
に
謝
罪
し
て
い
ま
す
（
左
上
の
写
真
）
。

全
国
で
は
こ
の
４
訴
訟
を
は
じ
め
、
17
の
訴
訟
が
あ
り
ま
す
。

原
告
の
多
く
は
一
日
も
早
い
解
決
を
望
ん
で
い
ま
す
。
同
時
に
、

裁
判
を
し
て
い
な
い
多
く
の
被
害
者
へ
の
救
済
制
度
（
原
告
側

が
提
案
す
る
補
償
基
金
制
度
）
が
必
要
で
す
。
国
の
早
期
の
決

断
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

建設アスベスト訴訟とは？
建設産業で働いていた労働者・一人親方等が、中皮腫や肺がん、石綿肺などを発
症し、原因となったアスベスト（石綿）建材を製造しつづけてきた建材企業と建設
現場の安全確保への措置を取らなかった国を被告に、被害者全員への謝罪と賠
償、アスベスト対策を抜本的に強め、被害の根絶を求めている訴訟です。
裁判は全国17訴訟、原告は1100人を越える国内最大のアスベスト訴訟です。
最初の提訴（2008年5月）から13年。最高裁の第1小法廷に係属した4訴訟が初
の最高裁判決を迎えます。すでに最高裁の上告受理不受理決定で、国の責任、大
手のアスベスト建材製造企業の責任が、確定しています。

3
月
22
日

京
都
1
陣
最
高
裁
弁
論
入
廷
す
る
原
告
・弁
護
団

昨
年
12
月
23
日

東
京
1
陣
原
告
に
謝
罪
す
る
田
村
厚
労
大
臣


